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４月号
2015（平成27）年

広 報 日 の 出

余
計
に
使
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
紙
パ
ッ
ク
の
交

換
な
ど
を
こ
ま
め
に
行
な
い
ま
し
ょ
う
。

　

環
境
に
や
さ
し
い
日
の
出
町
を
作
る
た
め
、

皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　

生
活
安
全
安
心
課 

環
境
係　

内　

334

循
環
組
合
の
焼
却
灰
の
放
射
性
物
質
測
定
結
果

　

東
京
た
ま
広
域
資
源
循
環
組
合
は
、
日
の
出

町
内
の
エ
コ
セ
メ
ン
ト
化
施
設
へ
搬
入
す
る
焼

却
灰(

主
灰
・
飛
灰
・
飛
灰
固
化
物)

の
放
射

性
物
質
濃
度
、
二
ツ
塚
処
分
場
お
よ
び
エ
コ
セ

メ
ン
ト
化
施
設
周
辺
の
空
間
放
射
線
量
の
測
定

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
27
年
２
月
調
査(

調
査
日
２
日
〜
25

日
）
の
結
果
は
、
全
て
の
調
査
で
基
準
値
以
下

で
し
た
。
な
お
、
測
定
し
た
数
値
は
、
企
画
財

政
課
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

問　

企
画
財
政
課 

企
画
係　

内　

311

は
、広
報
日
の
出
５
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ
、

　
　
ご
み
の
な
い｢

き
れ
い
な
ま
ち｣

　
　
　
　
　
　  

に
し
ま
し
ょ
う
！

問　

生
活
安
全
安
心
課 

環
境
係　

内　

335

住
宅
用
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
機
器
設
置
費
補
助

　

個
人
住
宅
に
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
機
器
を

設
置
す
る
方
に
経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

対
象　

①
申
込
期
間
中
に
太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー

ル
認
証
機
関
か
ら
の
認
証
を
受
け
て
い
る
機
器

を
設
置
し
た
方(

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
の
み)

②
申
込
期
間
中
に
財
団
法
人
ベ
ー
タ
リ
ビ
ン
グ

の
優
良
住
宅
部
品(

Ｂ
Ｌ
部
品)

の
認
定
を
受

け
て
い
る
太
陽
熱
利
用
機
器
を
設
置
し
た
方

(

太
陽
熱
利
用
機
器
の
み)

③
自
ら
居
住
す
る

住
宅
に
助
成
対
象
設
備
を
新
規
に
設
置
し
た
方

(

併
用
、
共
同
住
宅
は
不
可)

④
町
内
に
住
所

を
有
し
、
そ
こ
に
居
住
し
て
い
る
個
人
⑤
町
税

を
滞
納
し
て
い
な
い
方

補
助
額　

①
自
然
循
環
式
太
陽
熱
温
水
器
…
１

㎡
当
た
り
６
千
円
で
最
大
３
㎡
ま
で
②
強
制
循

環
式
ソ
ー
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
…
１
㎡
当
た
り
１
万

円
で
最
大
６
㎡
ま
で
③
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

…
１
KW
当
た
り
２
万
５
千
円
上
限
は
４
KW
ま
で

予
定
基
数　

予
算
522
万
円
の
範
囲
内

申
込　

４
月
１
日
(水)
〜
12
月
28
日
(月)

※
募
集
多
数
の
場
合
は
、
抽
選
と
な
り
ま
す
。

問　

生
活
安
全
安
心
課 

環
境
係　

内　

335

町
内
環
境
美
化
一
斉
清
掃
を
実
施
し
ま
す

期
日　

５
月
31
日
(日)
※
小
雨
決
行
。
た
だ
し
、

延
期
の
場
合
は
６
月
７
日
(日)　

※
実
施
内
容

浄
化
槽
清
掃
業
者
の
変
更

　

平
成
27
年
３
月
ま
で
浄
化
槽
の
清
掃
業
務
を

２
社
体
制
で
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
株
式
会
社

多
摩
フ
レ
ッ
サ
の
業
務
縮
小
に
伴
い
、
平
成
27

年
４
月
よ
り
株
式
会
社
ス
イ
ー
ピ
ン
グ
サ
ー
ビ

ス
の
１
社
と
な
り
ま
す
。
浄
化
槽
の
清
掃
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
株
式
会
社
ス
イ
ー
ピ
ン
グ

サ
ー
ビ
ス
へ
ご
依
頼
く
だ
さ
い
。

　
　

☎ 

０
４
２(
597)

６
１
１
２

問　

生
活
安
全
安
心
課 
環
境
係　

内　

335

日
の
出
町
内
の
全
小
中
学
校 
空
間
放
射
線
量

測
定
結
果

　

日
の
出
町
は
、
放
射
線
の
影
響
を
受
け
や
す

い
子
ど
も
た
ち
が
通
う
、
町
内
の
全
小
・
中
学

校
の
空
間
放
射
線
量
の
継
続
的
な
測
定
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

３
月
11
日
(水)
〜
18
日
(水)
に
校
庭
で
測
定
し

た
結
果
、全
て
の
地
点
で
基
準
値
以
下
で
し
た
。

な
お
、
測
定
し
た
数
値
は
学
校
教
育
課
に
備
え

る
と
と
も
に
、
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し

て
い
ま
す
。

問　

総
務
課 

広
聴
広
報
係　

内　

306

ち
ょ
こ
っ
と
し
た
エ
コ
「
チ
ョ
コ
・
エ
コ
」
⑨

「
掃
除
」
の
暮
ら
し
の
コ
ツ

　

毎
日
の
掃
除
、
電
気
量
（
料
）
を
節
約
す
る

方
法
は
な
い
か
し
ら
？
今
回
は
「
掃
除
」
の
暮

ら
し
の
コ
ツ
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

日
増
し
に
暖
か
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
春
の

晴
れ
た
日
は
、
お
掃
除
で
お
部
屋
も
気
分
も

す
っ
き
り
し
ま
し
ょ
う
。

省
エ
ネ
効
果
を
ア
ッ
プ
す
る
に
は

●
部
屋
を
片
付
け
て
か
ら
掃
除
機
を
か
け
る

●
な
る
べ
く
モ
ッ
プ
や
雑
巾
を
使
う

●
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
や
畳
は
「
弱
」、
じ
ゅ
う
た

ん
は
「
強
」
に
す
る

●
掃
除
機
内
の
ご
み
は
こ
ま
め
に
捨
て
る
。
掃

除
機
内
に
ご
み
が
溜
ま
る
と
、
吸
引
力
が
弱
ま

り
、
掃
除
に
か
か
る
時
間
も
延
び
て
、
電
気
を

リ
サ
イ
ク
ル
情
報
交
換
コ
ー
ナ
ー

ゆ
ず
り
ま
す

①
学
習
机
・
椅
子(

ラ
イ
ト･

本
棚
付)

■
利
用
し
た
い
方
は
、
環
境
係
へ
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。
掲
載
品
は
、
持
ち
主
と
直
接
交
渉
頂
き

ま
す
。
品
物
の
や
り
取
り
な
ど
に
関
し
町
は
一

切
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

問　

生
活
安
全
安
心
課 

環
境
係　

内　

334

固
定
資
産
情
報
の
縦
覧

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

　

納
税
者
の
方
が
自
己
所
有
の
土
地
・
家
屋
の

評
価
額
確
認
の
た
め
、
周
辺
の
土
地
・
家
屋(

所

有
者
名
、税
額
な
ど
除
く)

の
縦
覧
が
で
き
ま
す
。

期
間　

４
月
１
日
(水 )
〜
６
月
１
日
(月)

　
　
　

※
土
日
・
祝
日
を
除
く

時
間　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

場
所　

税
務
課

対
象　

納
税
者
本
人(

共
有
者
含)

、
そ
の
他

税

金

環
境
・
ま
ち
づ
く
り

減
ら
そ
う
ご
み
！ 

生
か
そ
う
資
源
！
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平
成
27
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
急
速
な
少
子
高
齢
社

会
に
対
応
し
制
度
の
安
定
を
図
る
た
め
、
平
成

17
年
度
か
ら
29
年
度
ま
で
の
間
、
年
度
ご
と
に

引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
27
年
度
の
保
険
料
は
、
340
円

引
き
上
げ
ら
れ
１
万
５
千
590
円
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
と
、
将

来
受
け
取
る
年
金
が
少
な
く
な
る
、
ま
た
、
年

金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
、保
険
料
は
必
ず
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

問 

青
梅
年
金
事
務
所 

☎
０
４
２
８(

30)

３
４
１
０

が
ん
医
療
費
の
助
成
申
請
有
効
期
間

　

平
成
27
年
４
月
１
日
よ
り
、
日
の
出
町
が
ん

医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
が
一

部
改
正
さ
れ
ま
す
。
こ
の
改
正
で
、
が
ん
医
療

費
助
成
の
申
請
有
効
期
間
が
設
け
ら
れ
、
診
療

を
受
け
た
月
か
ら
５
年
間
と
な
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
平
成
22
年
12
月
診
療
分
の
領
収
書

は
平
成
27
年
11
月
末
日
で
時
効
と
な
り
ま
す
。

既
に
が
ん
医
療
費
助
成
認
定
証
を
お
持
ち
の
方

で
、
助
成
申
請
を
し
て
い
な
い
方
、
ま
た
、
既

に
が
ん
治
療
を
行
っ
て
い
る
方
で
、
認
定
証
の

交
付
申
請
を
行
っ
て
い
な
い
方
は
お
早
め
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

問　

町
民
課 
保
険
年
金
係　

内　

284

当
該
納
税
者
の
代
理
人(

委
任
状
持
参
者)

な
ど

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　

納
税
義
務
者
の
方
が
固
定
資
産
課
税
台
帳
の

う
ち
、
自
己
資
産
の
記
載
部
分
の
み
閲
覧
が
で

き
ま
す
。
ま
た
、
借
地
、
借
家
人
の
方
は
そ
の

借
地
、
借
家
部
分
の
み(

税
額
な
ど
除
く)

閲

覧
で
き
ま
す
。

期
間　

４
月
１
日
(水)
〜
平
成
28
年
３
月
31
日
(木)

　
　
　

土
日･

祝
日･

年
末
年
始
を
除
く

時
間　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

場
所　

税
務
課

対
象　

納
税
義
務
者
本
人(

共
有
者
含)

、
借

地
人
、
借
家
人
、
そ
の
他
当
該
納
税
義
務
者
の

代
理
人(

委
任
状
持
参
者)

な
ど

持
ち
物　

本
人
確
認
の
た
め
納
税
通
知
書
や
課

税
明
細
書
、運
転
免
許
証
な
ど
の
身
分
証
明
書
。

代
理
人
の
方
は
、
委
任
状(

法
人
の
場
合
社
員

証)

、
借
地
、
借
家
人
の
方
は
賃
貸
借
契
約
書
、

地
代
、
家
賃
の
領
収
書
な
ど
。

固
定
資
産
課
税
明
細
書
・
納
税
通
知
書
の
送
付

　

平
成
27
年
度
課
税
明
細
書
、
納
税
通
知
書
は

一
つ
に
ま
と
め
て
５
月
上
旬
に
郵
送
し
ま
す
の

で
、
課
税
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
納
付
の
際
に
は
納
期
な
ど
の
確
認
を

お
願
い
し
ま
す
。

取
り
壊
し
家
屋
の
届
け
出

　

登
記
さ
れ
て
い
る
家
屋
で
、
全
部
ま
た
は
一

部
を
取
り
壊
さ
れ
た
方
は
、法
務
局(

登
記
所)

へ
滅
失
登
記
を
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
未
登
記

の
家
屋
は
、
税
務
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問　

税
務
課 

固
定
資
産
税
係　

内　

265

国民健康保険税の軽減などを見直します

保険税の賦課限度額が引上げられます

所得の低い方の保険税軽減措置を拡充します

　所得の高い人でも、国保税の負担は、賦課限度額までとなっているため、所得に応じた保険税の納付となる
ように賦課限度額が引上げられます。これにより中間所得層の被保険者に配慮した保険税設定となります。

　世帯の前年中の所得が決められた所得基準を下回っている場合は、保険税の均等割額が所得に応じて７割、
５割、２割軽減されます。この軽減の基準となる所得額が引上げられ、保険税が軽減される方が拡大します。

保険税の賦課
限度額の見直し

医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分

改正前 51万円 16万円 14万円

改正後 52万円 (＋ 1万円 ) 17万円 ( ＋ 1万円 ) 16万円 ( ＋ 2万円 )

≪５割軽減の拡大≫ ≪２割軽減の拡大≫

これまで→ これまで→

改 正 後→ 改 正 後→

基準額33万円＋ 24.5 万円×

被保険者数以下の所得

基準額33万円＋ 45万円×

被保険者数以下の所得

基準額33万円＋ 26万円×

被保険者数以下の所得

基準額33万円＋ 47万円×

被保険者数以下の所得

夫婦2人、小1人で夫の給与収入のみで約178万円以下 夫婦2人、小1人で夫の給与収入のみで約266万円以下

夫婦2人、小1人で夫の給与収入のみで約184万円以下 夫婦2人、小1人で夫の給与収入のみで約275万円以下

保
険
・
年
金

町民課 保険年金係　　  285

生涯にわたって健康で安心して暮らせるまち ひので


